
別紙様式

重要事項説明書

記入者名 西田明宏 言 施設長

※サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームについては、「登録申請書の垢付害類等の参

考とする様式について（平成23年］ 0月7日付け厚生労働省老健局面齢者支援課長 ・国土交通省住宅局安心

居住推進課長事務i郵各）」の別紙4の記載内容を合わせて記載して差し支えありませんc その場合、以下の1か

ら3まで及び6の内容については、別紙4の記載内容で説明されているものとみなし、欄自体を削除して差し

支えありません。

1 事業主体概要

事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

事業主体の名称 法人等の種類 なし 1あり ：， 株式会社

名称 （ふりがな）かぶしきがいしゃきぼう

枡志こ会社希望

事業主体の主たる事務 〒792・0852 愛媛県新居浜市東田 1丁目甲 1243番地 l

所の所在地

距嗜．番号 0897・43・ 1077 

事業宅体の速絡先 FAX番号 0897・43・ 1078 

メールアドレス

ホームページ なし

アドレス あり： http://kibou・e.jp 

・事業主体の代表者の L認 橋村千鶴子・

氏名及び職名 職名 代表取締役

事業主体の設立年月日 平成24年2月2日

キな実施事業 ※別旅］ 侶Ilに実施する介護サービス覧表）

2 有料老人ホーム事業の概要

（住まいの概要）

名称 （ふりがな）ゆうりょうろうじんほーむえがお



有料老人ホーム愛顔

所在地 〒798・3302

宇和島市津島町高田甲 2016

主な利用交通手段 最寄駅 駅

交通手段と所要時間 パス利用の場合

上谷口停留所より徒歩5分程度

連絡先 霜話番号 0895・32・ 1900 

FAX番号 0895・32・1066 

メールアドレス infi@kibou-e.jp 

ホームページアドレス http:/,/kibou・e.jp 

管理者 氏名 西田明宏

職名 施設長

建昴頭）竣工日 平成 27年 3月 1日

有料老人ホーム事業の開始日 平成 27年 3月 1日

（類型）【表示事項】

1 介獲付（一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合）

2 介護付げ卜部サービス利用型特定施設入居者生活介護を提供する場合）

回住宅型

4 疇型

］又は2に 介護保険了菜渚番号

該当する場合 指定した自治体名 県（市）

事業所の指定日 平成 年 月 日

指定の更新日（直近） 平成 年 月 日

3 土地建物概要

土地 敷地面積 824. 68 n{ 

所有蘭係 日市釦邸自ら所有する土地

2 事業者が賃借する七地

抵当権の有無 ］ あり 2 なし

契約期間 1 あり

（年月 日～ 年 月 日）

2 なし



I 
1嬰］の自動謡 1 あり図なし

建物 延床面積 全体 397. 75 1112 

うち、老人ホーム部分 m2 

耐火構造 1 耐火建築物

2 準耐火建築物

回その他（ ） 

構造 ］ 繹コンクリート造

2 鉄骨造

回木造

4 その他（ ） 

所有閲係 口製跨者が自ら所有する建物

2 事業者が貨借する建物

抵当権の設定 1 あり 2 なし

契約期間 ］ あり

（年月 日～ 年月 日）

2 なし

契約の自動更新 1 あり 2 なし

居室の状況 日鐸個室（夫婦部屋）

居室区分 2 相部屋あり

【表示事項］ 最少 人部屋

最大 人部屋

＼ トイレ 浴室 面和 戸数 ・室数 区分※

タイプ］ 有4旦 有バ昼| 13. 50 nf 12 

タイプ2 有／無 有／無 m2 

タイプ3 有／無 有／無 対

タイフ4 有／無 有／無 対

タイプ5 有／無 有／無 m ， 

タイプ6 有／無 有／無 m2 

タイプ7 有／無 有／無 nf 

タイプ8 有／無 有／無 吋

タイプ9 有／無 有／無 州

タイプ］0 有／無 有／無 nf 

※「•般居室個室（夫婦部船」「·般居室相部屋」「介護居室個室（夫婦部屋）ー 「介謹居宰相部屋」 「·時介

護室」の別を記入3

共用施設 共用使所における うち男女別の対応が可能な便房 0ヶ所

便房
2ヶ所

うち車椅子等の対応が可能な便房 2ヶ所

共用浴室 0ヶ所 個室 12ヶ所



共用浴室における

介詭浴槽

食堂

入居者や家族が利用

できる調理設備

エレベーター

消防用設備等 消火器

自動火災報知設備

火災通報設備

スプリンクラー

防火管理者

防災計画

その他

4 サーピスの内容

（全体の方針）

運営に関する方針

サーピスの提供内容に閑する特色

人浴、排せつ又は食事の介聘

食事の提供

洗濯、 掃除等の家事の供与

健康管理の供与

安否確認又は状況把捉サーピス

生活相談サービス

大浴場

ヶ所 チェアー浴

リフト浴

スト レッチャー浴

その他（ ） 

1 あり 図なし

l あり 図なし

］ あり （車椅子対応）

2 あり（ストレッチャー対応）

3 あり（上記1• 2に該当 しなVヽ）

回なし

日あり 2 なし

日あり 2 なし

日 ぁり 2 なし

□ あり 2 なし

□あり 2 なし

□あり 2 なし

□ 自ら実施 2 委託 3 なし
□ 自ら実施 2 委託 3 なし
□ 自ら実施 2 委託 3 なし
日 自ら実施 2 委託 3 なし

□ 自ら実施 2 委託 3 なし
□ 自ら実施 2 委託 3 なし

（介護サーピスの内容）※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない場合は省略可能

特定施設入居者生活介護の加葬 入居継続支援加鍔 l あり 2 なし

0ヶ所

0ヶ所

0ヶ所

0ヶ所

0ヶ所



の対象となるサービスの体制の 牛活機能向l辿携加算 1 あり 2 なし

有無 個別機能訓刷珈算 1 あり 2 なし

夜間看護体制加算 ］ あり 2 なし

若年性認知症入居者受 1 あり 2 なし

入加箕

医療機関連携加算 l あり 2 なし

口腔衛生管理（本制加算 1 あり 2 なし

栄菱スクリーニング加 ］ あり 2 なし

箕

退院 ・i勘万時連携加算 1 あり 2 なし

看取り介護加算 ］ あり 2 なし

認知症専門 (I) 1 あり 2 なし

ケア加算 (II) 1 あり 2 なし

サービス提 （］）イ 1 あり 2 なし

供体制強化 (I) ロ 1 あり 2 なし

加鍔 (]]) 1 あり 2 なし

(Ill) 1 あり 2 なし

人員配罷が手犀い介護サービスの
あり

（介護 ・看護職員の配府率）
1 

疇の有無 : 1 

2 なし

（医療連携の内容）

医療支援 □ 救急加の手配
※複数選択可 回入逃浣の付き臨ヽ

回通院介助

日その他（ ） 

協力医療機関 1 名称 口羽図浣

住所 宇和島市津島町馬田丙547-]

診療科目 内科

協力内容 往診

2 名称

｛却fr

診療科目

協力内容

協力歯科医療横関 名称 田中歯科医院

住所 宇和島市津島町岩松801-1

協力内容 往診



（入居後に居室を住み替える場合）※住み替えを行っていない場合は省略可能

入居後に居室を住み替える場合 ］ 一時介護室へ移る場合

※複数選択可 2 介護居室へ移る場合

3 その他（ ） 

判断基準の内容

手続きの内容

追加的費用の有無 1 あり 2 なし

居室利用権の取扱い

前払金償却の調整の有無 ］ あり 2 なし

従前の居室との 疇の増減 1 あり 2 なし

イ上様の変更 便所の変更 1 あり 2 なし

浴室の変更 1 あり 2 なし

洗［面所の変更 1 あり 2 なし

台所の変更 1 あり 2 なし

その他の変更 （変更内容）
1 あり

2 なし

（入居に関する要件）

入J苫対象となる者 自立している者 ］ あり 図なし

【表示事項】 要支援の者 口ぁり 2 なし

要介護の者 日あり 2 なし

留意事項

契約の解除の内容

事業主体から解約を求める場合
解約条項

解約予告期間 lヶ月

入居者からの解約予告期間 lヶ月

｛摂倹人居の内容 □あり （内容： 1泊2,100円 ） 

2 なし

入居定員 12人

その他

5 職員体制

※有料老人ホームの職員について記藪すること （同一法人が運営する他の事業所の職員については記載する必



要はありません。）

暉舷IJの職員数）

＼ 
管理者

生活相談員

直接処遇職負

介護職員

看護職員

機能訓練指導員

計画作成担当者

栄挫 I:

覇理員

事務員

その他職員

職員数ぽ人数）

合計

常勤

1 l 

1週間のうち、常勤の従業者が勤務すぺき時間数

常勤換算人数

i<: I 

非常勤

※1 常勤換節人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべ

き時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換箕した人数をいう。

（資格を有している介護職員の人数）

＼ 
合計

常勤 非常勤

社会福祉士

介護福祉士 I l 

実務者研修の修r者
（旧基礎研修 ・］級課程）

初任者研修の修了者
（旧2級課程）

介護支援専門且

（資格を有している機能訓練指導員の人数）

＼看隈師又＼は准石＼護師、 合計 常勤 非常勤

理学療法士 | I 



作業療法士

言語聴覚士

柔逍整復師

あん摩マッサージ指l丑誦

はり師

きゅう師

（夜勤または宿直を行う看護・介護職員の人数）

夜勤帯の設定時間（ 17 時～ 9 時）

------ 平均人数 最少時人数（休憩者等を除く）

看職員 人 人

介護職員 ］人 1人

（特定施設入居者生活介護等の提供体制）

特定施設入居者生活介護の 契約上の職員虻個比率 ※ a I. 5:]以上

利用者に対する看護 ・介護 【表示事項】 b 2 : l以上

職員の割合 C 2. 5 : 1以上

（一般型特定施設以外の場 d 3:]以上

合、本欄は省略可fjE)

実際の配憧比率

（言払日時点での利用者数：常勤換算職員数）
: l 

※広告、バンフレット等における記載内容に合致するものを選択

外部サービス利用型特定施設である有料 ホームの職員数 人

老人ホームの介護サービス提供体制（外 訪問介護事業所の名称

部サービス利用型特定施設以外の場合、 訪問看護事業所の名称

本欄は省略可能） 通所介護事業所の名称

（職員の状況）

他の職務との兼務 I 日ぁり 2 なし

管理者
薬務に係る店格 □ あり
等 1貨格等の名称 I介護福祉ヤ

2 なし

看護職員 介護職員 生活相談員 機能訓練指導員 計画作成担当者

常勤 非常勤 常勤 J F常勤 常勤 非常砒 常勁 非常勤 党勤 j同瀾j

前年度 1年間(/)

採用者数



前年度1年間の

退轍者数

［ の；し
1年未滴

1年以上

3年オ，1凋

¢ ! 3年以上
5年未満

5年以上

10年未満

IO年以上

従業者の健康診断の実施状況 日あり 2 なし

6 利用料金

（利用料金の支払い方法）

居住の権利形態 1 利用権方式

【表示事項】 回即勿賃貸借方式

3 終身建物貨貸借方式

1 全額前払い方式

2 一部前払い ・一部月払い方式

利用料金の支払い方式 回月払い方式

［表示事項） 4 i鉗尺力式 1 全額前払い方式

※該当する方式を全て選択 2 一部前払い ・一部月払い方式

回月払い方式

年齢に応じた金額設定 1 あり 回なし

要介護状態に応じた金額緞定 ] あり 回なし

人院等による不在時における 1 減額なし

利用料金切払い） の取扱い 図 H割り計掠で減額
3 不在期間が H以上の場合に限り、 H割り計算で減額

利用料金の 条件

改定 手続き

（利用料金のプラン【代表的なプランを2例】）



プラン ］ プラン2

入居者の状況 要介護度 要介護 ］

年齢 80歳 歳

居室の状況 床面積 13. 50 1112 I甘

便所 1 有 回無 1 有 2 無

浴宰 ］ 有 回無 1 有 2 無

台所 1 有 回無 1 有 2 無

入居時点で必要な按用 前払金 円 円

敷金 60,000円 円

月額投用の合計 99,500円 円

家賃 32,000円 円

サ 特定施設入居者生活介護※］の我用 円 円
I 

食費 40,500円ピ

盆＇ 
円

ス
管理挫

情
円 円

介護喪用 12,000円 円

2 光熱水費 11,000円 円

LLJその他 | 4,000円 1 円

※1 介護予防 ・地域密普型の場合を含む。

※2 有料老人ホーム事業とーして受領する伐）廿（訪問介護などの介護保険サーピスに関わる介護骰用は、

同一法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には記入していない）

（注） NHK受信料については、入居者が個々で契約して負担してください。

（利用料金の算定根拠）

投目 算定根拠

家賃 32,000円

敷金 60,000円

介護党用 12,000円 ※介護保険サーピスの自已負担額は含まない。

管理費

食我 40,500円 ］ヶ月 30日として

光熱水跨 11,000円

利用者の個別的な選択によ 別添2

るサービス利用料

その他のサービス利用料 寝具代4,000円

（特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠）※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない



場合は省略可能

柑目

特定施設入居者生活介護※に対する自己負担

特定施設入居者生活介穫※における人員配脱が手厚い場

合の介護サーピス（上乗せサービス）

※介護予防 ・地域密着型の場合を含む。

（前払金の受領）※前払金を受領していない場合は省略可能

算定根拠

想定居住期間（伯却年月数）

俗却の開始日

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受

領する額（初期伯却額）

初期償却率

返遠金の 入居後3月以内の契約終了

鍔定方法 入居後3月を超えた契約終了

前払金の l 連帯保証を行う銀行等の名称

保全先 2 l言託契約を行う1訂経誅L等の名称

3 ｛呆証保険を行う保険会社の名称

4 全国有料老人ホーム協会

5 その他（名称 ：

7.入居者の状況【冒頭に記した記入日現在】

（入居者の人数）

性別 男性

女性

年齢別 65歳未満

65歳以上75歳未満

75歳以上85歳未満

85歳以 1.::

要介護度別 自立

要支援1

要支援2

要介護 l

要介護2

要介護3

算定根担

ヶ月

入居日

円

％ 

） 

3人

9人

1人

0人

2人

9人

人

人

人

l人

］人

5人



要介祁4 3人

要介護5 2人

入居期間別 6ヶ月末満 2人

6ヶ月以上1年未満 1人

1年以上5年未満 8人

5年以上10年未滴 1人

JO年以上 15年未満 人

15年以上 人

（入居者の属性）

平均年齢 87. 1歳

入居者数の合計 12人

入居率※ 100% 

※ 入居者数の合計を入居定員数で除して褐られた割合。 時的に不在となっている者も入居者に含む。

（前年度における退去者の状況）

i且去先別の人数 自宅等 人

社会福祉苅殴 2人

医療機関 2人

死亡者 人

その他 人

生前解約の状祝 施設側の申し出 0人

（解約事由の例）

入居者側の申し出 2人

債阜約事由の例）特別殺護老人ホームに転居2人

8 苦情・事故等に関する体制

（利用者からの苦情に対応する窓口等の状況）※複数の窓口がある場合は欄を増やして記入すること。

窓口の名称 有料老人ホーム愛顔

電話番号 0895-32-1900 

対応してし、る時間 平日 8時30分から 17時30分

土曜 8 B寺30夕わから 17時30分

日曜 ・祝日 8時30分から 17時30分

定休日 なし



（サーピスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応）

損害賠償寅任保険の加入状況 □ あり （その内容）

2 なし

介護サービスの提供により賠償すべき事 ］ あり （その内容）

故が発生したときの対応 2 なし

事故対応及びその予防のための指針 日ぁり 2 なし

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等）

利用者アンケート調脊 実施日

意見箱等利用者の意見等
］ あり

回なし結果の開示 ］ あり

を把据する取組の状況
2 なし

第三者による評価の実施 実施日

状況 l あり 評価機関名称

結果の開示 1 あり 回なし

2 なし

9.入居希望者への事前の情報開示

入居契約むの雛形 口刃呂希望者に公澗

2 入居希望者に交付

3 公閉していない

管理杖財埜 日刃苦希望者に公開

2 入居希望者に交付

3 公開していない

事業収支計画害 1 入居希望者に公開

2 入居希望者に交付

回公開していない

財務諸表の要旨 l 入居希望者に公開

2 入J丙希望者に交付

回公開していない



財務諸表の原本

1 0.その他

運営懇談会

提携ホームヘの移行

【表示事項】

有料老人ホーム設岡時の老

人福祉法第四条第 1項に規

走する届出

高齢者の居住の安定確保に

関する法律第5条第 1項に

規定するサービス付き高齢

者向け住宅の登録

有料老人ホーム設骰連＇ 営指

j杯指針「5.規模及び構造設

備」に合致しなし、事項

合致しない事項がある場

合の内容

「6.戯存建築物等の活用

の場合等の特例」への適合

性

有料老人ホーム設置運営指

導指針の不適合事頃

不適合事項がある場合の

内容

1 人希窒者に公開

2 入居希望者に交付

回公開していない

日ぁり

2 なし

1 代替井濯tあり

2 代替措罹なし

（開催頻度）年

（内容）

1 あり （提携ホーム名：

回なし

日あり 2 なし

2 回

） 

3 サービス付き晶齢者向け住宅の登録を行っているため、尚l胎者の居住0)

安定確保に関する法律第23条の規定により、届出が不要

］ あり 2 なし

1 あり 回なし

1 遥合している（代替措罹）

2 適合している（将来の改稗計画）

3 適合してしヽ なし、

添付舟類：別派］ 侶ljに尖施する介護サーピス覧表）

別添2 （個別i劉1~による介護サービスーりも表）



※ 様

説明年月日 年 月 日

説明者署名

※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。



別添1 事業主体が県内で実施する他の介護サーピス

介『伶サービスの種類 4渭窃祝況i称 所在地

く居宅サービス＞

訪問介護 あり 國
訪問入浴介護 あり 國
訪問看謹 あり 國
訪問リハビリテーション あり 國
居宅療養管理指導 あり 匝
通所介渡 回 なし デイサービス愛顔 宇和島市津島町高田 1913
通所リハピリテーション あり 図
短期人所生活介護 あり 図
短期入所療裕介肴俊 あり 國
特定施設）』琵舵ヒ活介護 あり 歴
福祉用具貸与 あり 犀
特定福祉用具販売 あり 匠
く地域密苅型サーピス＞

定期巡向 ・卿J寺対応型訪間介護看護 あり 詞
夜問対応型訪問介護 あり 匝
認知症対応型通所介護 あり 匝
小規模多機能型届宅介證 あり IなU
認知症対応型共同生活介護 あり IなU
地域密着型特定施設入居者生活介護 あり 国
地域裕舒型介誨老人福祉施設入所者生活介渭俊 あり 匠
看護小規模多機能型居宅介渡 あり 医
居宅介護支援 あり IなU
く居宅介護予防サービス＞

介護予防訪問入浴介護 あり 匝
介護予防翫拙1看殺 あり 図
介護予防訪問リハビリテーション あり 図
介護予防居宅療姿管理指森 あり 回
介護予防通所リハピリテーション あり 匠
介護予防短期入所生活介護 あり lなU
介護予防短期入所療養介證 あり 國
介護予防特定施設入居者生活介護 あり 匠
介護予防福祉用具貸与 あり 図
特定介護予I坊福祉舟具販売 あり 匝
＜赳賊密培型介聘予防サービス＞

介護子防認知症対応型迪所介謹 あり 図
介護予防小規模多機能型居宅介護 あり 区
介護予防認知虻対応型共同生訊介護 あり 図
介護予防支援 あり lなU
I＜介護保険施設>1
介護老人福1北施設 あり 図
介護老人保健施設 あり lなU
介護牡叔蓑型距療施設 あり 区
介護区療院 あり 匝



別添 2 有料老人ホーム・サーピス付き高齢者向け住宅が提供するサーピスの一覧表

特定施設入居者生活介護（地域密着型・介護予防を含む）の指定の有無 匠 I あり
特定施設入居者生 個別の利用料で、実施するサービス

江・介護費で、実施す （利用者が全額負担）

るサービス（利川者 佃i ぢ

憎II負担※ I) 包含※2
都度※2 料金※：｝

介護サーピス

ぶ
介助 なし あり

喜
あり

介助• おむつ交換 なし あり あり

おむつ代 二 あり

入浴（一般裕）介助・梢拭 なし あり 麟 あり

特浴介助 なし あり 詞 ― あり

百万且介助（移動 ・イ（i：特 え等） なし あり

＿ 疇医なし
あり

機能訓練 なし あり あり

通院介助 なし あり 也 30分 • i'.fa品市内
lOOO円

4. f舌サー ビス

居室消柚 なし あり なし あり
i -

あり
l 日リ ネ常のン交洗換樹 -

なし あり なし

なし あり なし あり
-一・＇ょ・こ”', 9 - - -

居奎配l1舟・下膳 なし あり な し あり

入居者のII件--好-に応じた特別な低Tl+ロニニロニ 芦
あり

おやつ あり

坪芙容師によるj1！！美容サービス レ 青— あり
--一--買しヽ 物-代-行- - -- ' 

なし なし あり ※利用できる範間を明確化ィ・ること

-•一ー1ニ江＝ 役所手続き代h ― ありー一
なな（しし

あり

金銭 ・貯金管理 あり
疇●•-—. -

健康管狸•サービス

9セ頂II建LI{.,i参l新 ― -~ - ,なf.t しし あり ※回数（年0lnIなど）を明確化すること

「あ り ］― 

健康相談 なし あり

生活指祁 ・栄殺指：＃
..  -

ー登5_I•土 あり
た一~ 戸な 1 し あり

ー・-一
あり服鋲文援 なし あり

生江リズムの記録（排使 ・II飛1111;等）
9...  - --- -

なし あり あり

人退院時 ・人院中のサービス I 
移送サーピス なし あり なし あり

9 ..,- -

人-退-I 浣・・--Il,1J:(l・ -) 1詞 ―- なし あり

言
あり ※付添いができる範囲を明確化ナること

-- -, 

人院中の洗濯物交換 ・買い物 なし あり あり

入院II10)兄挿い訪Ìlil
~ --

なし あり あり

※ 1 :利川和I)Brt3坪に比じて （汀U和1合が菱わる (1割又は 2割の利用芥iHill.
※2 :「あり を氾人したと きは、各師サーピスの費用が．Jl額のサー ビス行用に包令されるJ1}合と、サービス利用の部度払いによろ屯介に応じて｀いずれかの腐に0をJJ人する
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別表

有料老人ホームの類型

1類型 II類型の説明

介護付有料老人ホ 介護等のサービスが付いた面齢者向けの居住施設です。

ーム 介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活

（一般型特定施設 介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能

入居者生活介護） です。（介護サーピスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者

生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示する

ことはできません。）

介護付有料老人ホ 介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。

ーム 介謹が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活

（外部サービス利 介護を利用しなが ら当該有料老人ホームの居室で生活を徘続することが可能

用型特定施設入居 です。（有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サーピ

者生活介護） スは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介獲の

指定を受けていない有料老人ホームについては介殿付と表示することはでき

ません。）

住宅型有料老人ホ 生活支援等のサービスが付いた麻齢者向けの居住施設です。

ーム（注） 介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介

護サー ビスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続するこ

とが可能です。

健康型有料老人ホ 食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設ですe 介護が必要となった

ーム（注） 場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

注） 特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広岩、パンフレット等にお

いて「介謹付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。

0有料老人ホームの表示事項

表示事項 表示事項の説明

居住の権利形 利用権方式 建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の契約の形能

態（右のいず で｀居住部分と介護や生活支援等のサーピス部分の契約が・

れかを表示） 体となっているものです。

建物貨貸借方式 賃貸住宅における居住の契約形態であり、居住部分と介護等

のサービス部分の契約が別々になっているものです。入居者

の死亡をもって契約を終了するという内容は有効になりませ

んc

I 



終身建物貨貸借方 建物貨貸借契約の特別な類型で、都道府県知事から病齢者の

式 居住0)安定確保に楳lする法律の規定に基づく終身建物賃貸借

事業の認可を受けたものです。人居者の死亡をもって契約を

終了するという内容が有効ですC

利用料の支払 全額前払い方式 終身にわたって受領する家賃又はサービス巽）11の全部を前払

い方式 金としてす舌して受領する方式

（注 1・注 2) 一部前払し、． 一部 終身にわたって受領する家貨又はサービス代用の一部を前払

月払い力式 いとして一括受領し、その他は月払いする方式

月払い方式 前払金を受領せず、家貨又はサービス費用を月払いする方式

選択）i式 入居者により、全額前払い方式、一部前払い ・一部月 払い方

式、月払い力式のいずれかを選択できま九どの方式を選択

できるのかを併せて明示する必要があります。

入居時の要件 入居時自立 入屈時において自立である方が対象ですC

（右のいずれ

かを表示）
入居時要介護 入居時において要介護聡定を受けている方（要支援認定を受

けている方を除く）が対象です。

人居時要支援 ・変 人居時において要支援認定又は要介護認定を受けている方が

介護 対象ですC

入居時自屯 ・要支 自立である方も要支援認定 ・要介護認定を受けている方も入

援 ・要介護 居できます。

介護保険 愛媛県指定介護保 介護が必要となった場合、当該有料老人ホームが提供する特

険特定施設 定施設入居者生活介護サーヒ入を利用することができますC

（一般型特定施 介護サービスは有料老人ホームの職員が提供しまず。 （注 3)

設）

愛媛県指定介護（呆 介餓が必要となった場合、当該有料老人ホームが提供する特

険特定施設 定施設入居者生活介護サービスを利用することができますC

（外部サービス利 有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介

用型特定施設） 護サーピスは委託先の介護サービス事業所が提供しますC （注

3) 

在宅サービス利用 介護が必要となった場合、介獲保険の在宅サーピスを利用す

可 るホームです。

届室区分（右 全至個室 介護が必要となった揚合に介護サービスを利用するための一

のし、ずれかを 般居室又は介護居室が、すべて個室であるホームですC （注

表示。※には 5) 

1 ~ 4の数値 相部屋あり（※人 介護居室はすべて個室ではなく、相部屋となる楊合があるホ
を表示） 部屋～※人部屋） ームをし、し、ますC

（注 4)



一般型特定施 I. 5 : 1以上 現在及び将来にわたって要介護者3人に対して糊員 2人（要

設である有料 介護者 1.5人に対して職員 1人）以上の割合（年度ごとの平

老人ホームの 均値）で職員が介護に当たります。これは介護保険の特定施

介護にかかわ 設入居者生活介護の基地の 2倍以上の人数です。

る職員体制 2 : I以上 現在及び将来にわたって要介謹者2人に対して職員 1人以上

（右(/)いずれ の割合（年度ごとの平均値）で職員が介護に当たります。こ

かを表示） れは介護保険の特定施設入居者生活介護の基準の 1.5倍以

（注6) 上の人数です。

2. 5 :]以上 現在及び将米にわたって要介護者 5人に対して職貝 2人（要

介護者 2.5人に対して職員］人）以上の割合（年度ごとの平

均値）で職員が介護に当たります。これは介鍍保険の特定施

設入居者生活介護で、手）厚い職員体制であるとして保険外に

別途伐用を受領できる均合の基準以上の人数です。

3 :)以上 現在及び将来にわたって要介謹者3人に対して職貝 1人以上

の割合（年度ごとの平均値）で職員が介護に当たります。介

護保険の特定施設入居者生活介護のサーピフ、を提供するため

に少なくとも満たさなければならない基準以上の人数です。

外部サービス 有料老人ホームの 有料老人ホームの職員が安否確認や計面作成等を実施し、

利用型特定施 職員※人 介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供しま

設である有料 委託先である介護 す。

老人ホームの サービス事業所

介護サーピス 訪問介護

提供体制（※ ※※※※※※ 

に職員数、※ 訪問看護

｀ ※※※※に介 ※※※※※※ 

護サーピス事 通所介渡

業所の名称を ※※※※※※ 

入れて表示）

（注 7)

その他（右に 提携ホーム利用可 介護が必要となった場合、提携ホーム（同一設岡者の有料老

該当する場合 (※※※ホーム） 人ホームを含む）に住み替えて（地域密着型）特定施設入居

にのみ表示。 者生活介護を利用することができます C （注 8)

※※※に提携

先の有料老人

ホームを人れ

て表示）

注 1) 老人福祉法の改正を受けて、従来は！ 一時金」「一一時金方式」と記載していた項目については「前

払金」 ー前払い）”tーと修正していますが、当面の間、広告、パンフレット等において 「一時金」

「時金方式」という表現を使用することも可能です。なお、 「前払金Jにつし、ては、家賃又は

サーピス費用の前払いによって構成されるものであるこ とから、その実態を適切に表現する名



称として、広告、パンフレ ット等の更新の機会に応じて、順次、 「前払金 という名称に切り替

えるようにすることが望ましいものと考えます。

注 2) 「前払命方式（従来の • ・時令方式） jについては、 1家貨又はサー ビス躇用の全額を前払いする

こと」と 、 ぽ貨又はサービス跨用の一部を前払いし、 一部を月・払いするこ とjでは、支払方法に

大きな違いがあることから、前者を ［全額前払い方式Jとし、後者を 「一部前払い ・一部月払い方

式」としていますc 当面の間、広告、バンフ レット等において、従来どおり r-時金方式」という

表現を使用することも可能ですが、その場合であっても 、入居希望者 ・入居者への説明にあっては、

家位又はサービス択用の全額を前払いする方式なのか、一部を前払いする方式なのかを、丁寧に説

明することが望ましいものと考えます：

注 3) 人居者が希望すれば、当該有料老人ホームの特‘疋施設入居者生活介護サービスに代えて、訪問介

護等の介獲サービスを利用することが可能です。

注4)一般居室はすべて個室となっています。この表示事項は介殺居室（介殺を受けるための専用の室）

が個室か相部屋かの区分です。従って、介護）舌室を特に設けず、 一般居室において介護サーピスを

提供する有料老人ホームにあっては、 「個室介護Jと表示することになります，

注 5)個室とは、建築）店準法第 30条の 「界壁Jにより隔てられたものに限る ことと していますので、

の居室をふすま、可動式の壁、収納家具等によって複数の空間に区分したものは個室ではありま

せん。

注6) 介獲にかかわる職員体制は、当該有料老人ホームが現在及び将来にわたって提供しようと想定 し

ている水湘を表示するものです。従っ て、例えば、現在は要介護者が少なく l.5: l以上を満たす場

合であっても、要介護者が増えた場合に2.5 : l程度以上い介護サー ビスを想定してし、る均合にあっ

ては、 2.5 : l以上の表示を行うことになります。なお職員体制の箕定）j法につし、ては、 「指定居宅

サーピス等の事笈(/)人員、設備及ぴ迎営に閲する基準J第175条第 1項第 2号イ及ぴ同第 2項の規

定によります。なお、 1 1. 5 : l J、 f2 : l」又は「2.5 : l Jの表示を行おうとする有料老人ホーム

については、年度ごとに職員の割合を採定し、表示と実態の症離がな＼ヽか自ら検証するとともに、

入居者等に対して算定結果及びその節定方法について説明する ことが必要です，

注 7) 訪問介謹、訪閣呑護及び通所介聰以外のサービスについて、委託先のサーピス事茉所がある場合

には、サービス区分及びサービス事業所の名称を表示する ことが必要ですっ

rt8)提携ホームには、介護老人保健施設、病院、診療所、特別蓑護老人ホーム等は含まれませんc


